
資料４ 
 
 
 

ワーキンググループの設置について（案） 
 
 
 
１ ワーキンググループ（分科会）の設置 

 
(1) 設置の目的 

   高齢者保健福祉一般施策のあり方，介護給付費の見込み，介護保険事業の円滑な運営

に係る取組，介護サービスの評価や苦情解決の仕組み等の介護サービスの質の確保や向

上をめざした取組等，見直しに向けた幅広い検討が必要となる。 
   京都市民長寿すこやかプラン推進協議会設置要綱第５条第３項の規定に基づき，これ

までの京都市介護保険等運営協議会設置要綱と同様に，議題を協議会に諮る前の論点整

理や協議会開催後の細部検討等を目的とするワーキンググループ（分科会）を設置し，

多様な検討課題に対応していきたい。 
 
＜参考＞京都市民長寿すこやかプラン推進協議会設置要綱第５条第３項 

    「会長は，必要があると認めるときは，委員を構成員とする分科会を設置すること

ができる。」 
 
 

(2) 設置するワーキンググループ及び委員構成 
ワーキンググループ運営要領は別紙１，委員構成は別紙２を参照。 

① 高齢者保健福祉計画ワーキンググループ[委員数:１０名] 
高齢者保健福祉に関する内容を対象とし，高齢者保健福祉計画の見直しについて

議論する。 
② 介護保険事業計画ワーキンググループ[委員数:１０名] 

介護保険事業に関する内容を対象とし，要介護高齢者等実態調査の実施内容，そ

の調査結果をもとにした介護給付費の見込み，介護保険事業の円滑な運営に係る取

組等，介護保険事業計画の見直しについて議論する。 
③ 介護サービスの質的向上ワーキンググループ[委員数:１０名] 

介護サービスの評価や苦情解決の仕組み等，介護サービスの質の確保や向上をめ

ざした取組等について議論する。 
  



別紙１ 

 

京都市民長寿すこやかプラン推進協議会ワーキンググループ運営要領（案） 

 

 

１ ワーキンググループの設置 

  京都市民長寿すこやかプラン推進協議会設置要綱第５条第３項の規定に基づき，京都

市民長寿すこやかプラン推進協議会（以下「協議会」という。）に諮る前の議題の論点

整理や協議会開催後の細部の検討等を目的とした次の各号に定めるワーキンググループ

（分科会）を設置する。  

(1)  京都市高齢者保健福祉計画の見直しに関する事項を協議する高齢者保健福祉計画

ワーキンググループ 

(2)  京都市介護保険事業計画の見直しに関する事項を協議する介護保険事業計画ワー

キンググループ 

(3)  介護サービスの質の確保，向上を目指した取組に関する事項を協議する介護サー

ビスの質的向上ワーキンググループ 

 

２ 招集 

(1)  ワーキンググループは，京都市民長寿すこやかプラン推進協議会長（以下「会長」

という。）が招集する。 

 (2) ワーキンググループの構成員は，会長が指名する。 

 (3) ワーキンググループは，必要があると認めるときは，委員以外の者に対して，意見

  の陳述，説明その他の必要な協力を求めることができる。 

 

３ 庶務 

 ( 1 )   高齢者保健福祉計画ワーキンググループの庶務は，京都市保健福祉局長寿社会部                                                                                   

  長寿福祉課において行う。 

 (2) 介護保険事業計画ワーキンググループ及びサービスの質的向上ワーキンググループ

  の庶務は，京都市保健福祉局長寿社会部介護保険課において行う。 

 

４ 補則 

  この要領に定めるもののほか，ワーキンググループに必要な事項は会長が定める。 

 

  附則 

  この要領は，平成  年  月  日から施行する。 

 



別紙２ 

京都市民長寿すこやかプラン推進協議会委員グループ別名簿(案) 

                          （五十音順・敬称略） 

ワーキンググループ 

氏   名 所属団体，役職など 高齢者保健

福祉計画

介護保険 

事業計画 

サービスの

質的向上

荒 綱 清 和 （社）呆け老人をかかえる家族の会京都支部代表           ○ 

 伊多波 良 雄 同志社大学経済学部教授      ○  

 上 原 春 男 （社）京都府医師会副会長      ○  

 小 川 俊 夫 市民公募委員    ○  

 長 上 深 雪 龍谷大学社会学部教授     ○ 

梶 谷 菊 枝  京都市在宅介護支援センター連絡協議会常任委員   ○     

 上 林 周 司 日本労働組合総連合会京都府連合会執行委員     ○ 

 木 俣 茂 子 京都市民生児童委員連盟理事   ○         

 木 村 晴 恵 京都府介護支援専門員協議会副会長       ○ 

 玄 武 淑 子 （社）京都市老人クラブ連合会会長   ○       

 斎 藤 豊 子 市民公募委員    ○  

 坂 口 秀 史 市民公募委員     ○ 

佐 藤 重 紀 京都商工会議所会員サービス部長      ○  

 真 田 滋 子 市民公募委員       ○ 

 清 水  紘 京都介護療養型医療施設連絡協議会会長     ○ 

 田 中 千 秋 （社）京都府看護協会常任理事    ○  

 玉 置 すみゑ （福）京都市社会福祉協議会経営室経営部部長   ○   

 橋 本 佳代子 京都市地域女性連合会常任委員      ○  

浜 岡 政 好 佛教大学社会学部教授      ○  

 弘 部 俊 彦 （社）京都府歯科医師会理事   ○     

 福 岩 洋 子 京都府老人訪問看護ステーション協議会副会長   ○       

増 田 良 子 市民公募委員   ○   

 三 村 浩 史 関西福祉大学教授，京都大学名誉教授   ○     

 宮城島 一 明 京都大学大学院医学研究科助教授   ○     

 森 永  理 京都府老人保健施設協会理事     ○ 

 森 永 敏 博 京都府理学療法士会会長     ○ 

 山 下 綾 子 京都弁護士会       ○ 

 山 田 尋 志 京都市老人福祉施設協議会会長      ○  

吉 光 敏 泰 市民公募委員   ○   

渡 邊 能 行 京都府立医科大学教授      ○  

 

  


